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行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
を
確
実
に
保
護
す
る
た
め
に
国
内
法
等
が
適
用
さ
れ
る
場

所
で
保
管
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

各
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
等
の
行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
が
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
は
正
確
で
あ
っ
て
網
羅
的
で
あ
る
の
で
、
情

報
と
し
て
の
価
値
は
極
め
て
高
い
と
い
え
ま
す
。 

 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
、
情
報
通
信
会
社
は
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・
提
供
・
運
営
を
複
数
の
国
に
拠
点
を
置
い
て
一

体
的
に
行
う
こ
と
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
行
政
機
関
が
住
民
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
、
民
間
会
社
に
業
務

を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
民
間
会
社
が
行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
情
報
が
さ
ら
さ
れ
る
漏
洩
リ
ス
ク
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
久
保
勉
前
参
議
院
議
員
の
質
問
主
意
書
「
国
の
電
子
デ
ー
タ
の
ク
ラ
ウ
ド
上
に
お
け
る
管
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」

（
平
成
二
十
七
年
四
月
十
六
日
）
に
対
し
て
、
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律
」
で
定
義
す
る
個
人

情
報
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
が
適
用
さ
れ
る
場
所
に
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
委
託
業

務
に
お
い
て
は
、
保
存
さ
れ
た
情
報
等
に
お
い
て
国
内
法
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
等
を
外
部
委
託
の
際
の
判
断
条
件
と
し
て
お
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く
べ
き
で
あ
る
、
と
答
弁
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
各
府
省
情
報
化
統
括
責
任
者
（
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
連
絡
会
議
決
定
（
平
成
三
十
年
六
月
七
日
）
で
は
、
「
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ

ス
に
保
存
さ
れ
る
利
用
者
デ
ー
タ
の
可
用
性
の
観
点
か
ら
、
我
が
国
の
法
律
及
び
締
結
さ
れ
た
条
約
が
適
用
さ
れ
る
国
内
デ
ー

タ
セ
ン
タ
と
我
が
国
に
裁
判
管
轄
権
が
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
採
用
候
補
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
デ
ー
タ
の
保

存
性
、
災
害
対
策
等
か
ら
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
用
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
が
海
外
に
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
場
合
、
又
は
争
訟
リ
ス
ク
等

を
踏
ま
え
海
外
に
あ
る
こ
と
が
特
に
問
題
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
令
和
元
年
十
一
月
十
三
日
の
経
済
産
業
委
員
会
に
お
い
て
、
内
閣
府
副
大
臣
は
、
「
公
開
情
報
に
よ
れ
ば
、
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
社
は
、
サ
ー
バ
ー
は
主
要
な
サ
ー
バ
ー
を
日
本
国
内
に
置
い
て
い
て
、
そ
の
管
理
は
日
本
国
内
の
法
令
に
準
拠
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
特
段
問
題
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
認
識
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
と
答
弁
し
て
お
り
ま

す
。 

 

し
か
し
、
今
通
常
国
会
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
社
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
が
中
国
に
あ
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
社
の
子
会
社
か
ら
閲
覧

可
能
と
な
っ
て
い
た
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
の
国
家
情
報
法
第
七
条
に
よ
れ
ば
、
「
い
か
な
る
組
織
及
び
個
人

も
、
法
に
基
づ
き
国
の
情
報
活
動
に
協
力
し
、
国
の
情
報
活
動
に
関
す
る
秘
密
を
守
る
義
務
を
有
し
、
国
は
、
情
報
活
動
に
協
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力
し
た
組
織
及
び
個
人
を
保
護
す
る
」
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
社
の
子
会
社
で
あ
っ
て
、
契
約
で
保
護
し
て
い

た
と
し
て
も
、
中
国
に
所
在
す
る
限
り
は
中
国
の
情
報
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
個
人
情
報
が
漏
洩
す
る

リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
国
外
で
個
人
情
報
を
漏
洩
し
た
者
に
対
し
て
、
日
本
の
法
律
で
裁
く
こ
と
は
で
き
ず
、

十
分
に
個
人
情
報
を
保
護
で
き
な
い
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
質
問
を
行
い
ま
す
。 

一 

前
記
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
社
の
問
題
を
踏
ま
え
て
、
行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
が
海
外
か
ら
の
漏
洩
リ

ス
ク
に
対
し
て
十
分
に
対
応
で
き
て
い
る
か
、
総
点
検
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。 

二 

万
が
一
、
日
本
国
外
で
行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
が
漏
洩
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
漏
洩
し

た
個
人
情
報
の
回
収
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
し
て
問
題
を
解
決
し
ま
す
か
。 

三 

行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
を
保
存
す
る
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
法
律
及
び
締

結
さ
れ
た
条
約
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
、
又
は
我
が
国
に
裁
判
管
轄
権
が
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
基
本
と
す
る
こ

と
を
法
律
で
定
め
る
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。 

四 

行
政
機
関
の
長
等
が
保
有
す
る
住
民
等
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
法
律
及
び
締
結
さ
れ
た
条
約
を
適
用
さ
せ
る
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こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
は
禁
止
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


